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百 華 苑デイサービスセンター重要事項説明書 

 

（指定通所介護・介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスＡ）
 

 　　　　　　　　　　　　　　 
 
　当事業所はご利用者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

 されるサービスの内容、ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
 
 
１．事業者 
　
　  法　 人 　名 　社会福祉法人　穂　燈　舎　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　  法人所在地 　大分県大分市大字東上野１８００番地
　
　  電話・ＦＡＸ 　電話：０９７－５９２－１５１３　　ＦＡＸ：０９７－５９２－１５１２
　
　  代表者氏名 　理事長　宮 﨑 典 子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

 　  設 立 年 月   昭和４７年　１月２０日

 
 
 
２．事業所の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　

  　 　指定通所介護事業所

  　  （平成３年７月１日指定　事業所番号　４４７０１０１２８０）

  　 事業所の種類 　第１号通所事業

   　 　　　　　　 （大分市介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスＡ）
 ※当事業所は特別養護老人ホーム百華苑に併設されています。
　
　 　　　　　　　  当事業所は介護保険法に従い、ご利用者がその有する能力に応じ、可能な限り
　  事業所の目的 自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、通所介
　 　　　　　　　 護サービスを提供します。
　
　  事業所の名称 　百 華 苑デイサービスセンター
　
　 事業所の所在地 　〒870-0306　大分県大分市大字東上野１８００番地　　　
　
　  電話・ＦＡＸ 　電話：０９７－５９２－３７７５　　ＦＡＸ：０９７－５９２－３９９５
　
　  事業所長氏名 　後　藤　就　仁　　　　　　　　　　　　
　
　  当事業所の  四季おりおりの行事を活動の中に採り入れながら、自然に親しみ家庭的な雰囲
　  運 営 方 針  気の中で心身機能の維持向上をはかり、地域福祉の支えになるよう努めます。
　

 開設年月日   平成　３年　７月　１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 利 用 定 員
通所介護、大分市介護予防通所介護相当サービス　５０名　 
通所型サービスＡ　　１０名
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３．事業実施地域及び営業時間　 
　

  　  通常の事業の

　  実 施 地 域
大分市

　

 　 ・営 業 日　月曜日～土曜日（ただし、５月３日～５月５日、８月

  　  営   業   日  １３日～８月１５日、１２月３１日～１月３日までを除く。）

 　  及び営業時間 ・受付時間　８：００～１７：００　

  　 　　　　　　　 ・サービス提供時間　９：３０～１５：３０　（６.０時間）

※通所型サービスＡのご利用者は、上記サービス提供時間帯におい

て、時間帯をご相談の上、３時間以上ご利用いただけます。

 
４．職員の配置状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下

 　の職種の職員を配置しています。
＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。   

 
 　

　 職　　　　　種 常勤・非常勤の別 指定基準
 　

  １．事 業 所 長 (管理者)   常勤　１名 ／ 非常勤　   名         １名
　 
　  ２．生　活　相　談　員　   常勤　２名 ／ 非常勤　  名 　　　  １名
　 
  ３．介護職員(兼務あり)   常勤　３名 ／ 非常勤　 ４名       　－名
　 
  ４．看護職員   常勤　１名 ／ 非常勤　 １名 　　　　１名

 ５．機能訓練指導員   常勤　１名 ／ 非常勤　 名         １名

     　　　　　                                                      　　　　
 
５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 　　当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。
 　　当事業所が提供するサービスについて、

 （１）利用料金が介護保険から給付される場合
（２）利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合

 　　があります。
 
（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

 　　以下のサービスは、利用料金の７割、８割もしくは９割が介護保険から給付されます。
 
※  通所介護及び大分市介護予防通所介護相当サービス　について
 

  ・当事業所では、栄養士のたてる献立表により、栄養並びにご利用者
   の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。

  食事介助 ・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただく
 ＊食材料費、調理コ ことを原則としていますが、１人で食べられない方は食事介助をいた
　 ストは、別途いただ します。 
　 きます。         （食事時間）  　１１：４０より 
　 ・時間外でも個々の状況に応じて対応します。

 　
   ・入浴または清拭を行います。

   　 入      浴 ・ねたきりの方でも機械浴槽を使用して入浴できます。
 ・入浴介助や洗髪、口腔衛生のお手伝いも行います。
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   排　　　泄 ・排泄介助を行います。

 ※おむつ代は別途 ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助
   いただきます。 　を行います。

 機 能 訓 練 ・機能訓練指導員により、ご利用者の心身の状況に応じて、日常生活
　を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練
　を実施します。　　　　　　　　　　　

 
 
※  通所型サービスＡ　について

  　 閉じこもり予防及び参加者同士の交流を図るための運動やレクリエーションを実施い
  　 たします。

 
＜サービス利用料金＞　 
    以下の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険
　　給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、

 　　ご利用者の要介護度に応じて異なります。）
 ※利用料金の明細については、サービス利用表別表をご覧ください。  

 
 〈大分市介護予防通所介護相当サービス利用料金

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･１割負担の場合の１月当たりご利用料金〉
 

１．ご利用者の要介護度と 事業対象者、要支援１ 要支援２ 
    サービス利用料金 １７,９８０円 ３６,２１０円

２．うち、介護保険から   
　　給付される金額 １６,１８２円 ３２,５８９円

３．サービス利用に係わる   
　　自己負担額（１－２） １，７９８円 ３，６２１円

※体制加算（ご利用者全員に対して算定） 
(1)当事業所では、介護業務に携わる職員の内、４０％以上の者が介護福祉士の資格を有し
ておりますので、１月につき、要支援１のご利用者２４円、要支援２のご利用者４８円を
ご負担いただきます。 

（サービス提供体制加算Ⅲ） 
 
(2)当事業所では、介護職員の賃金の改善に関する計画を作成し、介護職員の賃金改善を実

 施しておりますので１月につき、所定単位数の９％を乗じた額をご負担いただきます。
 （介護職員等処遇改善加算Ⅱ）

 
 (

 ＊(1),(2)の金額は、上記料金表に含んでおりません。
 
 
 
 

 〈通所型サービスＡの利用料金･･･１割負担の場合の１回当たりご利用料金〉
  

１．ご利用者の要介護度と 事業対象者、要支援１、要支援２   
    サービス利用料金 ３，７４０円   

  
２．うち、介護保険から    
　　給付される金額 ３，３６６円   

  
３．サービス利用に係わる    
　　自己負担額（１－２） ３７４円   
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〈要介護通所サービス利用料金･･･１割負担の場合の１回当たりご利用料金（３時間以上４時間未満〉 

１．ご利用者の要介護度と   要介護度１   要介護度２   要介護度３   要介護度４   要介護度５ 
    サービス利用料金 　　３，７００円  ４，２３０円    ４，７９０円    ５，３３０円    ５，８８０円

２．うち、介護保険から      
　　給付される金額    ３，３３０円  ３，８０７円    ４，３１１円    ４，７９７円    ５，２９２円

３．サービス利用に係わる      
　　自己負担額（１－２）     　 ３７０円  　　４２３円  　　　４７９円 　　　 ５３３円    　　５８８円

〈要介護通所サービス利用料金･･･１割負担の場合の１回当たりご利用料金（６時間以上７時間未満〉 

１．ご利用者の要介護度と 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 
    サービス利用料金 ５，８4０円 ６，８９０円 ７，９６０円 ９,０１０円 １０、０８０円

２．うち、介護保険から                        
　　給付される金額 ５，２５６円 ６，２０１円 ７、１６４円 ８，１０９円 ９，０７２円

３．サービス利用に係わる      
　　自己負担額（１－２） ５８４円 ６８９円 ７９６円 ９０１円 １、００８円

 
※体制加算（ご利用者全員に対して算定） 
 
(1)当事業所では、介護業務に携わる職員の内、４０％以上の者が介護福祉士の資格を有し
ておりますので、１回につき、６円をご負担いただきます。 

 
（サービス提供体制加算Ⅲ） 

 
(2)当事業所では、介護職員の賃金の改善に関する計画を作成し、介護職員の賃金改善を実

 施しておりますので１月につき、所定単位数の９％を乗じた額をご負担いただきます。
 （介護職員処遇改善加算Ⅱ）

 
 ＊(1),(2)の金額は、上記料金表に含んでおりません。

 
 
※個別加算（個別の要件を満たした場合に算定） 
 

 (1)入浴介助を行った場合には、１日につき４０円をご負担いただきます。
 
(2)当事業所では、ご利用者の自立支援と日常生活の充実に資することを目的として、機能

 訓練を実施しておりますので、１回につき５６円をご負担いただきます。
 （個別機能訓練加算Ⅰイ）

 
(3)当事業所では、ご利用者の自立支援と日常生活の充実に資することを目的として、機能

 訓練を実施しておりますので、１回につき７６円をご負担いただきます。
 （個別機能訓練加算Ⅰロ）

 
 

 
(3)当事業所では、事業所が送迎を行わない場合、減算を行っていますので、片道４７円を

 減算させていただきます。
 （送迎減算）
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※ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス料金の全額をいったんお
　支払いいただく場合があります。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除
　く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご利用者が
　保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付

 　します。
 
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担

 　額を変更します。
 
※お客様の保険料が滞納等により市町村から給付制限を課せられた際、償還払いになる場

 　合や自己負担率が変動することがあります。
 
 
（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 　以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。
 
　 項　　目 内　　　　容 利用料金
　

   　 ご利用者に提供する食事の材料及び調理
 　 食　費 １食当たり：650円

  　 にかかる費用です。
 
 
 
 
 
 

  ご利用者は、サービスの提供についての記
   録をいつでも閲覧できますが、複写物を必

 複写物の交付 要とする場合には、実費をご負担いただき １枚につき：　１０円
 ます。 　

日常生活上必要 日常生活品の購入等ご利用者の日常生活に  

となる諸費用実 要する費用は、ご利用者にご負担いただき おむつ代等：　実　費 
費 ます。

  ご利用者の選択により、レクレーションや
   クラブ活動、その他特別な行事への参加に

 その他の費用 利 用 料 金：　実　費
要した原材料費等は、実費をご負担いただ
きます。

 　　※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する
 　　　ことがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行

 　　　う２か月前までにご説明します。
 
（３）利用料金のお支払い方法 
　　前記(１)、(２)の料金・費用は１か月ごとに計算し、翌月の２０日までにご請求しま
　すので、請求があった月の月末までにお支払い下さい。尚、自動引き落としの手続をし
　ていただいた方については、サービスご利用月の分を、翌月２７日（２７日が休日の場
　合は、２７日前の休日でない日）に引き落としをさせていただきます。また、その他の

 　お支払い方法をご希望の場合は、担当職員にご相談下さい。
 
（４）利用の中止、変更、追加 
    ○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変
　　　更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サ

 　　　ービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。
 　　○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

　　　場合、取消料として下記の金額をお支払いいただく場合があります。但し、ご利用
 　　　者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
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 ご利用予定日の前日までに申し出があった場合   　　　　無　料
 
 ご利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 　　 食費　650円

    ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者の
　　　希望する期間にサービスの提供が出来なかった場合、他の利用可能日時をご利用者

 　　　に提示して協議します。
 
６．苦情の受付について 
（１）当事業所における苦情の受付 

 　　当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
　
　    苦情受付窓口（担当者）　　　　　　　　　　　　　　 
　 当事業所における  
　    　　職 名　：  所　長　　氏 名　：  後　藤　就　仁 
　 苦情の受付窓口  

 　   受付時間　１０：００～１７：００（月～土） 
　　　電話番号　０９７－５９２－３７７５

     また、苦情受付ボックスを受付カウンターに設置しています。
 　苦情処理対策（円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順）

 　（１）苦情が直接、間接的に入れば即担当者に連絡する。
   （２）訪問または電話により、担当者と利用者の間で苦情の内容を確認する。

　（３）双方の内容を十分に聞き取り、解決策や変更、調整を行う。当事業所に問題があ
 　　　　る場合は速やかに是正し利用者に同意を得る。

   （４）夜間、休日等も出勤職員の協力を得て常時連絡が可能な体制にする。
   （５）利用者の苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに指導、助言に従う。

 
 　

（２）福祉サービス提供者の相談窓口 

   当法人における 苦情受付担当者　：　馬場育子
  苦情の受付窓口 苦情解決責任者　：　姫野匡彦

電　話　番　号　：　０９７－５９２－１５１３

 
（３）行政機関その他苦情受付機関 
　

 　 　大分市役所 　所在地：大分市荷揚町２番３１号　　　　　　　　　
　 　　介護保険担当課　　　 　電　話：０９７－５３４－６１１１
　

  　 　大分県 　所在地：大分市大手町２丁目３番１２号
 　 　国民健康保険団体連合会           大分県市町村会館内

　 　　　　　　　　　　　 　電　話：０９７－５３４－８４７０ 

   大分県社会福祉協議会 　所在地：大分市大津町２－１－４１　　　　　　　　
  （大分県福祉サービス　 　

　　　運営適正化委員会） 　電　話：０９７－５５８－０３００

 
７．事故発生時の対応  

  （１）１．家族、２．主治医、３．介護支援専門員、４，市町村（あるいは保険者）へ
 　　　報告する。　

  （２）状況によっては主治医の元へ搬送するか救急車を呼ぶ。
  

 　　　※百華苑デイサービスセンターは損害賠償保険に加入致しております。
 
８．送迎時の対応  

  （１）送迎時は、大型車輌及びワゴンタイプの車輌については、運転手・介助員各１名、
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 　　　普通車輌及び軽車輌については、運転手１名の乗車とし、安全運転に心がけます。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９．飲食物の持ち込みについて  
 　　　事業所内への飲食物の持ち込みは一切禁止いたします。尚、再三の注意にもかかわ
　　　らず指示に従っていただけない場合はご利用をご遠慮いただく場合もございます。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１０．人権の擁護、虐待防止 

 　　　当事業所では、人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置しております。
　
　  （責任者）　　　　　　　　　　　　　　 
　 当事業所における人権の擁  
　   
　 護、虐待の防止等に関する 職・氏　名　　　所　長　　　後　藤　就　仁

 
責任者

     
   人権の擁護、虐待防止のための措置

　（１）当事業所では、虐待を防止するため、従業者に対する研修を実施しております。
 　（２）利用者及びそのご家族からの苦情処理体制を整備しております。

 　（３）その他虐待防止のために必要な措置を講じております。
 　　　

　　　　※サービス提供中に、当事業所従業者等による虐待を受けたと思われる利用者を
 　　　　　発見した場合は、速やかに市町村に通報いたします。

 
１１．ハラスメント対策の強化 

 　　　当事業所では、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
 性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を
 　   超えたものにより従事者の職業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

 の必要な措置を講じています。
 
１２．個人情報の使用に係わる同意 

当事業所では、利用者及びご家族の個人情報について、必要最小限の範囲内で使用さ
 せていただくことに同意をいただいております。

 　（１）使用する目的
　　　　①利用者に関わる、居宅サービス計画並びに介護サービス計画を立案するための

 　　　　　サービス担当者会議での情報提供。
　　　　②介護支援専門員と介護サービス事業所との連絡調整において必要となった場合。

 　　　　③サービス提供困難時における事業者間の連絡・紹介等の場合。
④利用者に介護サービスを提供している他の介護サービス事業者等との連携が必

 　要な場合。
         ⑤利用者に医療上緊急の必要性が生じた場合において、主治医等へ連絡する場合。

         ⑥利用者の心身の状況等をご家族に説明する場合。
         ⑦介護保険業務に関する情報提供の場合。

         ⑧事業所において、学生等への実習を行う場合。
 　（２）使用期間

 サービス提供契約期間に準ずるものとします。
 

   （３）使用条件
        ①個人情報の提供は必要最小限とし、サービス提供に関わる目的以外には使用い

 　　　　　たしません。又、提供された個人情報は決して第三者には漏洩いたしません。
 この守秘義務は利用期間終了後及び従業者が辞めた後も継続いたします。

        ②個人情報を使用した会議の内容や相手方等について、経過を記録いたします。 
 
　　※個人情報とは、利用者個人及びそのご家族等に関する情報であって、特定の個人が

 　　　識別され、又は識別され得るものをいいます。
 上記のうち、同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出下さい。
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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
 
 
　指定通所介護・介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスＡの提供の開始に際し、 
 

 本書面に基づき重要事項の説明を受け同意しました。
 　

 
 　

 　　　百華苑デイサービスセンター
 　　　　

 　　　　　　　説明者職・氏名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 　　ご利用者住所　　　　　　　　
 

                                     氏　名　　　　　　　　　　　　　印
 

     
     ご利用者代理人住所  　　　　        

 
 
 

                                     氏　名　　　　　　　　　　　　　印


